
昭
和
四
十
九
年
農
林
省
・
運
輸
省
令
第
一
号

小
型
漁
船
安
全
規
則

船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
型
漁
船
安
全
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条―

第
三
条
）

第
二
章
　
船
体
（
第
四
条―

第
十
三
条
）

第
三
章
　
機
関
（
第
十
四
条―

第
十
九
条
）

第
四
章
　
排
水
設
備
（
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
）

第
五
章
　
操

だ舵
、
係
船
及
び
揚

び
よ
う

錨

の
設
備
（
第
二
十
二
条―

第
二
十
四
条
）

第
六
章
　
救
命
設
備
（
第
二
十
五
条―

第
二
十
七
条
）

第
七
章
　
消
防
設
備
（
第
二
十
八
条―

第
三
十
一
条
）

第
七
章
の
二
　
防
火
措
置
（
第
三
十
一
条
の
二
）

第
八
章
　
居
住
、
衛
生
及
び
脱
出
の
設
備
（
第
三
十
二
条―

第
三
十
八
条
）

第
九
章
　
航
海
用
具
（
第
三
十
九
条―
第
四
十
二
条
）

第
十
章
　
電
気
設
備
（
第
四
十
三
条
）

第
十
一
章
　
特
殊
設
備
（
第
四
十
三
条
の
二
）

第
十
二
章
　
復
原
性
（
第
四
十
四
条
）

第
十
三
章
　
操
縦
性
（
第
四
十
五
条
）

第
十
四
章
　
雑
則
（
第
四
十
六
条
・
第
四
十
七
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
適
用
）

第
一
条
　
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
小
型
漁
船
に
関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
他
の
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
第
一
種
小
型
漁
船
」
と
は
漁
船
特
殊
規
則
（
昭
和
九
年
逓
信
・
農
林
省
令
）
第
六
条
に
規
定
す
る
小
型
第
一
種
の
従
業
制
限
を
有
す
る
小
型
漁
船
を
い
い
、
「
第
二
種
小
型
漁
船
」
と
は
同
令
第
七
条
に

規
定
す
る
小
型
第
二
種
の
従
業
制
限
を
有
す
る
小
型
漁
船
を
い
う
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
船
舶
安
全
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
国
土
交
通
省
令
又
は
国
土
交
通
省
令
・
農
林
水
産
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
同
等
効
力
）

第
三
条
　
小
型
漁
船
の
船
体
、
機
関
、
設
備
及
び
属
具
で
あ
つ
て
、
検
査
機
関
が
こ
の
省
令
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
同
等
以
上
の
効
力
を
有
す
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
査
機
関
の

指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
船
体

（
水
密
甲
板
の
設
置
）

第
四
条
　
小
型
漁
船
に
は
、
水
密
構
造
の
全
通
甲
板
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
水
密
構
造
の
甲
板
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
種
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
、
当
該
小
型
漁
船
が
通
常
操
業
す
る
水
面
に
お
け
る
気
象
、
水
象

等
の
条
件
、
当
該
小
型
漁
船
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
検
査
機
関
が
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
場
合
（
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
「
検
査
機
関
が
認
め
る
場
合
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
甲
板
口
の
コ
ー
ミ
ン
グ
及
び
閉
鎖
装
置
）

第
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
水
密
甲
板
の
暴
露
部
に
設
け
る
倉
口
、
昇
降
口
そ
の
他
の
甲
板
口
（
機
関
室
口
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
コ
ー
ミ
ン
グ
を
設
け
、
か
つ
、
当
該
甲
板
口
が
自
然

換
水
孔
を
有
す
る
活
魚
倉
の
倉
口
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
風
雨
密
に
閉
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
ふ
た
板
、
タ
ー
ポ
リ
ン
等
適
当
な
閉
鎖
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
検
査
機
関
が
当
該
甲
板
口
の
用
途
、
当
該

甲
板
口
に
設
け
る
閉
鎖
装
置
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
コ
ー
ミ
ン
グ
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
コ
ー
ミ
ン
グ
の
甲
板
上
の
高
さ
は
、
第
二
種
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
第
一
種
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
七
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
（
長
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
五
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
）
以
上
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
甲
板
口
が
水
密
閉
鎖
装
置
を
有
す
る
場
合
、
自
然
換
水
孔
を
有
す
る
活
魚
倉
の
倉
口
で
あ
る
場
合
そ
の
他
検
査
機
関
が
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
甲
板
口
で
あ
る
場
合

は
、
コ
ー
ミ
ン
グ
の
高
さ
を
そ
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
　
削
除

（
つ
り
台
及
び
張
出
甲
板
の
排
水
構
造
）

第
七
条
　

げ
ん舷

側
に
設
け
る
つ
り
台
及
び
張
出
甲
板
は
、
十
分
に
排
水
で
き
る
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
漁
獲
物
の
横
移
動
防
止
装
置
）

第
八
条
　
幅
が
当
該
小
型
漁
船
の
船
体

広
部
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
の
外
面
か
ら
外
面
ま
で
の
水
平
距
離
の
二
分
の
一
を
超
え
る
魚
倉
を
有
す
る
小
型
漁
船
に
は
、
そ
の
魚
倉
内
に
漁
獲
物
の
横
移
動
を
防
止
す
る
た
め
の
船
首
尾
方
向

の
荷
止
板
等
の
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
検
査
機
関
が
当
該
小
型
漁
船
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
上
甲
板
以
上
の
場
所
に
と
う
載
す
る
燃
料
油
タ
ン
ク
の
容
量
）

第
九
条
　
上
甲
板
以
上
の
場
所
に
設
け
る
主
機
関
用
燃
料
油
タ
ン
ク
（
第
二
種
小
型
漁
船
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
容
量
は
、
全
燃
料
油
タ
ン
ク
の
容
量
の
百
分
の
十
五
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
甲
板
上
の
活
魚
槽
等
）

第
十
条
　
甲
板
上
に
設
け
る
活
魚
槽
、
清
水
槽
及
び
予
冷
槽
は
、
甲
板
に
特
に
堅
固
に
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
密
隔
壁
の
設
置
）

第
十
一
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
（
木
製
船
体
の
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
船
首
よ
り
上
甲
板
の
ビ
ー
ム
の
上
面
の
延
長
面
に
お
け
る
船
首
材
の
前
面
か
ら
船
尾
材
の
後
面
ま
で
の
水
平
距
離
の
〇
・
〇
五
倍
の
箇
所
か
ら
〇
・
一
三
倍
の
箇

所
ま
で
の
間
及
び
機
関
室
の
前
端
に
そ
れ
ぞ
れ
水
密
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
首
部
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
水
密
隔
壁
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
検
査
機
関
が
当
該
船
首
部
の
構
造
、
形
状
等
を
考
慮
し
て

差
し
支
え
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
検
査
機
関
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
第
一
種
小
型
漁
船
（
木
製
船
体
の
も
の
を
除
く
。
）
に
は
、
機
関
室
の
前
端
に
水
密
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
の
隔
壁
は
、
水
密
甲
板
を
有
す
る
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
当
該
水
密
甲
板
ま
で
達
し
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
隔
壁
の
設
置
）

第
十
二
条
　
木
製
船
体
の
小
型
漁
船
に
は
、
機
関
室
の
前
端
に
堅
ろ
う
な
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
十
三
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
船
体
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
十
条
第
一
項

及
び
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
漁
船
安
全
規
則
第
四
条
」
と
、
同
令
第
十
条
第
三
項
及
び
第
十
一
条
第
三
項
中
「
第
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
漁
船
安
全
規
則
第
五
条
第
二
項
」
と
、

同
令
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
漁
船
安
全
規
則
第
五
条
」
と
、
同
令
第
十
二
条
中
「
小
型
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
漁
船
」
と
、
同
令
第
十
三
条
第
一
項
中
「
暴
露
甲
板
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
小

型
漁
船
に
つ
い
て
は
暴
露
甲
板
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章
　
機
関

第
十
四
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
　
削
除

（
内
燃
機
関
の
備
品
）

第
十
八
条
　
内
燃
機
関
を
有
す
る
小
型
漁
船
に
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
備
品
を
機
関
室
又
は
船
内
の
適
当
な
場
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
検
査
機
関
が
必
要
が
な
い
と
認
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

備
品
の
名
称

数
量

第
二
種
小
型
漁
船

第
一
種
小
型
漁
船

噴
射
弁

一
個

―

噴
射
ポ
ン
プ
の
動
作
部
品
（
プ
ラ
ン
ジ
ヤ
、
弁
、
バ
ネ
等
を
い
う
。
）

一
噴
射
ポ
ン
プ
分

―

噴
射
管
及
び
接
合
金
具

各
種
の
形
状
及
び
寸
法
の
も
の
各
一
個

同
上

点
火
プ
ラ
グ

一
個

同
上

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
十
九
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
三
章
（
第
三
十
九
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
章
（
第
三
十
一
条
の
三
を
除
く
。
）
中
「
小
型
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
漁
船
」

と
、
同
令
第
三
十
一
条
の
三
中
「
近
海
以
上
の
航
行
区
域
を
有
す
る
小
型
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
小
型
漁
船
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章
　
排
水
設
備

（
ビ
ル
ジ
ポ
ン
プ
）

第
二
十
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
に
は
、
動
力
ビ
ル
ジ
ポ
ン
プ
及
び
手
動
ビ
ル
ジ
ポ
ン
プ
各
一
台
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
第
一
種
小
型
漁
船
に
は
、
ビ
ル
ジ
ポ
ン
プ
一
台
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
検
査
機
関
が
認
め
る
場
合
は
、
あ
か
く
み
及
び
バ
ケ
ツ
各
一
個
を
備
え
付
け
て
お
く
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
二
十
一
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
排
水
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
小
型
船
舶
」
と
あ
る
の
は
、
「
小
型
漁
船
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
　
操

だ舵
、
係
船
及
び
揚

び
よ
う

錨

の
設
備

（
補
助
の
操

だ舵
装
置
）

第
二
十
二
条
　
動
力
に
よ
る
操

だ舵
装
置
を
常
用
す
る
小
型
漁
船
に
は
、
補
助
の
操

だ舵
装
置
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
だ舵

柄
の
回
転
止
め
）

第
二
十
三
条
　
甲
板
上
に
は
、

だ舵
柄
の
回
転
止
め
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
検
査
機
関
が
当
該
操

だ舵
装
置
の
構
造
等
を
考
慮
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2



（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
二
十
四
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
並
び
に
第
四
十
五
条
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
操

だ舵
、
係
船
及
び
揚

び
よ
う

錨

の
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
令
第
四
十
三
条
第

三
項
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
中
「
小
型
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
漁
船
」
と
、
同
条
中
「
航
行
す
る
航
路
等
」
と
あ
る
の
は
「
通
常
操
業
す
る
水
面
に
お
け
る
気
象
、
水
象
等
の
条
件
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章
　
救
命
設
備

（
救
命
設
備
の
要
件
）

第
二
十
五
条
　
再
帰
反
射
材
は
、
船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
第
四
十
二
条
の
二
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
器
、
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
環
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
、
小
型
船
舶
用
自
己
点
火
灯
、
小
型
船
舶
用
自
己
発
煙
信
号
、
小
型
船
舶
用
火
せ
ん
、

小
型
船
舶
用
信
号
紅
炎
、
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
、
小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
及
び
小
型
船
舶
用
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
は
、
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
六
章
第
一
節

及
び
第
四
節
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
専
ら
本
邦
の
海
岸
か
ら
二
十
海
里
以
内
の
海
面
に
お
い
て
従
業
す
る
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
に
は
、
救
難
食
糧
、
飲
料
水
、
コ
ッ
プ
、
笛
又
は
同
等
の
音
響
信

号
器
、
応
急
医
療
具
、
保
温
具
、
救
命
信
号
説
明
表
、
水
密
電
気
灯
、
日
光
信
号
鏡
及
び
海
面
着
色
剤
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
救
命
設
備
の
備
付
数
量
）

第
二
十
六
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
救
命
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

大
搭
載
人
員
を
収
容
す
る
た
め
十
分
な
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ

二
　

大
搭
載
人
員
と
同
数
の
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣

三
　
小
型
船
舶
用
救
命
浮
環
　
二
個

四
　
小
型
船
舶
用
自
己
点
火
灯
　
一
個

五
　
小
型
船
舶
用
自
己
発
煙
信
号
　
一
個

六
　
小
型
船
舶
用
火
せ
ん
　
六
個

七
　
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
　
一
個

八
　
小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
又
は
小
型
船
舶
用
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
　
一
個

２
　
第
一
種
小
型
漁
船
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
救
命
設
備
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　

大
搭
載
人
員
と
同
数
の
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
。
た
だ
し
、
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
又
は
小
型
船
舶
用
救
命
浮
器
を
備
え
付
け
た
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
当
該
救
命
い
か
だ
又
は
救
命
浮
器
に
収
容
す
る
こ
と
の

で
き
る
人
員
と
同
数
の
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
小
型
船
舶
用
救
命
浮
環
又
は
小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
　
一
個

三
　
小
型
船
舶
用
信
号
紅
炎
（
無
線
電
話
を
備
え
付
け
て
い
な
い
小
型
漁
船
に
限
る
。
）
　
二
個

（
再
帰
反
射
材
）

第
二
十
六
条
の
二
　
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
器
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
環
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
及
び
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
に
は
、
検
査
機
関
の
適
当
と
認
め
る
方
法

に
よ
り
再
帰
反
射
材
を
取
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
等
）

第
二
十
六
条
の
三
　
小
型
船
舶
用
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
、
小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
及
び
小
型
船
舶
用
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
は
、
非
常
の
際
に
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か

だ
の
い
ず
れ
か
一
隻
と
と
も
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
積
み
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
二
十
七
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
六
章
第
三
節
（
第
六
十
三
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
に
積
み
付
け
る
救
命
設
備
の
積
付
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
六
十
条
第
二
項
中
「
小
型
船
舶
」

と
あ
る
の
は
、
「
小
型
漁
船
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章
　
消
防
設
備

第
二
十
八
条
　
削
除

（
消
防
設
備
の
備
付
数
量
）

第
二
十
九
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
に
は
、
機
関
区
域
及
び
居
住
区
域
に
各
二
個
の
小
型
船
舶
用
液
体
消
火
器
又
は
小
型
船
舶
用
粉
末
消
火
器
（
自
動
拡
散
型
の
も
の
を
除
く
。
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
第
一
種
小
型
漁
船
に
は
、
機
関
区
域
及
び
居
住
区
域
に
各
一
個
の
小
型
船
舶
用
液
体
消
火
器
又
は
小
型
船
舶
用
粉
末
消
火
器
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
機
関
区
域
及
び
居
住
区
域
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
消
火
器
の
う
ち
一
個
は
、
外
面
が
赤
色
の
消
防
用
手
お
け
又
は
バ
ケ
ツ
一
個
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
船
外
機
の
み
を
有
す
る
第
一
種
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
消
火
器
一
個
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
備
の
消
火
剤
）

第
三
十
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
小
型
船
舶
用
液
体
消
火
器
又
は
小
型
船
舶
用
粉
末
消
火
器
二
個
分
の
予
備
の
消
火
剤
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

に
規
定
す
る
数
を
超
え
て
備
え
付
け
る
小
型
船
舶
用
液
体
消
火
器
又
は
小
型
船
舶
用
粉
末
消
火
器
に
充
て
ん
さ
れ
て
い
る
消
火
剤
は
、
予
備
の
消
火
剤
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
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（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
三
十
一
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
六
十
五
条
、
第
七
十
一
条
及
び
第
七
十
二
条
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
消
防
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
令
第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
第
七
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
小
型
漁
船
安
全
規
則
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
関
区
域
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
章
の
二
　
防
火
措
置

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
三
十
一
条
の
二
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
七
十
二
条
の
二
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
防
火
措
置
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
章
　
居
住
、
衛
生
及
び
脱
出
の
設
備

（

大
と
う
載
人
員
）

第
三
十
二
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
の

大
と
う
載
人
員
は
、
各
居
室
の
定
員
の
合
計
数
と
す
る
。

２
　
第
一
種
小
型
漁
船
の

大
と
う
載
人
員
は
、
各
居
室
の
定
員
及
び
乗
組
員
の
と
う
載
に
充
て
る
場
所
（
居
室
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
収
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
乗
組
員
の
数
の
合
計
数
と
す
る
。

３
　
前
二
項
の
各
居
室
の
定
員
及
び
乗
組
員
の
と
う
載
に
充
て
る
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
乗
組
員
の
数
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
算
定
し
た
数
と
す
る
。

一
　
寝
台
を
設
け
る
居
室
に
つ
い
て
は
、
寝
台
の
数
と
寝
台
以
外
の
場
所
の
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
第
二
種
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
〇
、
第
一
種
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
〇
・
四
五
で
除
し
て
得
た

大
整
数
と

の
合
計
数

二
　
寝
台
を
設
け
な
い
居
室
に
つ
い
て
は
、
そ
の
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
第
二
種
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
〇
・
七
〇
、
第
一
種
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
〇
・
四
五
で
除
し
て
得
た

大
整
数

三
　
乗
組
員
の
と
う
載
に
充
て
る
場
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
面
積
（
単
位
　
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
〇
・
四
五
で
除
し
て
得
た

大
整
数

４
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
従
事
す
る
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
、
検
査
機
関
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
居
室
の
定
員
及
び
乗
組
員
の
と
う
載
に
充
て

る
場
所
に
収
容
す
る
こ
と
の
で
き
る
乗
組
員
の
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
か
つ
お
さ
お
づ
り
漁
業

二
　
ま
き
網
漁
業

三
　
定
置
漁
業

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
漁
業
に
準
ず
る
漁
業

５
　
乗
組
員
の
と
う
載
に
充
て
る
場
所
は
、
操
船
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
居
室
）

第
三
十
三
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
に
は
、
風
雨
、
波
浪
等
か
ら
し
や
へ
い
さ
れ
た
居
室
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
居
室
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
燃
料
油
タ
ン
ク
の
隔
壁
又
は
頂
板
に
隣
接
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
燃
料
油
タ
ン
ク
の
隔
壁
又
は
頂
板
の
外
面
を
不
燃
性
塗
料
で
塗
装
し
、
か
つ
、
居
室
に
内
張
板
を
張
つ
た
場
合
又
は
燃
料
油
タ
ン
ク
の
隔
壁
と
居
室
と

を
隔
離
す
る
た
め
通
風
十
分
な
間
げ
き
を
も
つ
て
隔
壁
を
設
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
十
分
な
広
さ
の
寝
台
そ
の
他
の
乗
組
員
の
休
養
に
適
す
る
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
採
光
通
風
の
た
め
の
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

第
三
十
四
条
　
第
一
種
小
型
漁
船
に
居
室
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
居
室
は
、
風
雨
、
波
浪
等
か
ら
し
や
へ
い
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
居
室
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
保
護
装
置
）

第
三
十
五
条
　
暴
露
甲
板
に
は
、
ブ
ル
ワ
ー
ク
、
さ
く
欄
そ
の
他
適
当
な
保
護
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
便
所
）

第
三
十
六
条
　
第
二
種
小
型
漁
船
に
は
、
大
便
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
脱
出
設
備
）

第
三
十
七
条
　
小
型
漁
船
に
は
、
居
室
及
び
乗
組
員
が
通
常
業
務
に
従
事
す
る
場
所
か
ら
開
放
甲
板
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
脱
出
設
備
（
非
常
の
際
に
乗
組
員
が
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
一
群
の
階
段
、
は
し

ご
、
出
入
口
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
機
関
室
及
び
上
甲
板
下
に
あ
る
居
室
に
は
、
少
な
く
と
も
二
の
脱
出
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
遠
隔
操
作
装
置
に
よ
り
操
作
さ
れ
る
機
関
を
備
え
付
け
た
通
常
乗
組
員
が
近
づ
か
な
い
機
関
室
そ
の
他
検
査
機

関
が
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
機
関
室
又
は
居
室
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
迅
速
な
利
用
）

第
三
十
八
条
　
脱
出
設
備
は
、
乗
組
員
が
混
雑
す
る
こ
と
な
く
速
や
か
に
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
　
航
海
用
具

（
航
海
用
具
の
備
付
け
）

第
三
十
九
条
　
小
型
漁
船
に
は
、
次
の
表
に
定
め
る
航
海
用
具
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

航
海
用
具
の
名
称

数
量

摘
要
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第
二
種
小
型
漁
船

第
一
種
小
型
漁
船

号
鐘

一
個

一
個

一
　
音
圧
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
全
長
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

双
眼
鏡

一
個

―

　

気
圧
計

一
個

―

　

コ
ン
パ
ス

一
個

一
個

検
査
機
関
が
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

マ
ス
ト
灯

一
個

一
個

一
　
全
長
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
第
一
種
マ
ス
ト
灯
又
は
第
二
種
マ
ス
ト
灯
、
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
メ
ー
ト
ル
未

満
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
第
一
種
マ
ス
ト
灯
、
第
二
種
マ
ス
ト
灯
又
は
第
三
種
マ
ス
ト
灯
、
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は

第
一
種
マ
ス
ト
灯
、
第
二
種
マ
ス
ト
灯
、
第
三
種
マ
ス
ト
灯
又
は
第
四
種
マ
ス
ト
灯
と
す
る
こ
と
。

二
　
船
舶
以
外
の
物
件
（
網
、
な
わ
そ
の
他
の
漁
具
を
除
く
。
）
を
引
く
作
業
に
従
事
す
る
小
型
漁
船
（
以
下
「
物
件
え
い
航
小
型
漁
船
」
と
い
う

。
）
は
、
マ
ス
ト
灯
二
個
を
増
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

後
に
引
か
れ
る
物
件
の
後
端
か
ら
当
該
小
型
漁
船
の
船
尾
ま
で
の
距
離
が

二
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
増
備
す
る
マ
ス
ト
灯
は
、
一
個
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

げ
ん舷

灯

一
対

一
対

一
　
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
第
一
種

げ
ん舷

灯
又
は
第
二
種

げ
ん舷

灯
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
全
長
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の

小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
第
一
種
両
色
灯
一
個
を
も
つ
て
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
第
一
種

げ
ん舷

灯
、
第
二
種

げ
ん舷

灯
又
は
第
三
種

げ
ん舷

灯
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
種
両
色

灯
又
は
第
二
種
両
色
灯
一
個
を
も
つ
て
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

船
尾
灯

一
個

一
個

第
一
種
船
尾
灯
又
は
第
二
種
船
尾
灯
と
す
る
こ
と
。

停
泊
灯

一
個

一
個

第
一
種
白
灯
又
は
第
二
種
白
灯
と
す
る
こ
と
。

紅
灯

二
個

二
個

第
一
種
紅
灯
又
は
第
二
種
紅
灯
と
す
る
こ
と
。

引
き
船
灯

一
個

一
個

一
　
第
一
種
引
き
船
灯
又
は
第
二
種
引
き
船
灯
と
す
る
こ
と
。

二
　
物
件
え
い
航
小
型
漁
船
以
外
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

紅
色

せ
ん閃

光
灯

一
個

一
個

一
　
第
二
種
紅
色

せ
ん閃

光
灯
と
す
る
こ
と
。

二
　
海
上
交
通
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
五
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
緊
急
用
務
を
行
う
た
め
の
船
舶
と
し
て
指
定
さ
れ
た
小
型

漁
船
（
以
下
「
指
定
小
型
漁
船
」
と
い
う
。
）
以
外
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

漁
業
灯

一
式

一
式

本
表
備
考
に
よ
る
こ
と
。

漁
業
形
象
物

一
式

一
式

黒
色
球
形
形
象
物

三
個

三
個

一
　
大
き
さ
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
二
個
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

黒
色
円
す
い
形
形
象
物

一
個

一
個

一
　
大
き
さ
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
帆
を
有
す
る
小
型
漁
船
以
外
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

紅
色
円
す
い
形
形
象
物

一
個

一
個

一
　
大
き
さ
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
指
定
小
型
漁
船
以
外
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

黒
色
ひ
し
形
形
象
物

一
個

一
個

一
　
大
き
さ
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
物
件
え
い
航
小
型
漁
船
で
あ
つ
て

後
に
引
か
れ
る
物
件
の
後
端
か
ら
当
該
小
型
漁
船
の
船
尾
ま
で
の
距
離
が
二
百
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

以
外
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

探
照
灯

―

一
個

一
　
夜
間
に
お
い
て
二
そ
う
び
き
で
け
た
網
そ
の
他
の
漁
具
（
船
舶
の
操
縦
性
能
を
制
限
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
水
中
で
引
く
方
法
に
よ
り
漁
ろ

う
に
従
事
す
る
全
長
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
小
型
漁
船
以
外
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

二
　
対
を
な
し
て
い
る
他
方
の
漁
船
の
進
行
方
向
を
照
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

汽
笛

一
個

一
個

一
　
音
圧
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

国
際
信
号
旗

Ｎ
Ｃ
二
旗

―

　

シ
ー
・
ア
ン
カ
ー

一
個

―

効
果
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

海
図

一
式

―

機
能
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
電
子
海
図
情
報
表
示
装
置
を
備
え
る
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

音
響
信
号
器
具

一
個

一
個

号
鐘
又
は
汽
笛
を
備
え
付
け
る
小
型
漁
船
に
は
、
備
え
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

備
考
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一
　
漁
業
灯
を
備
え
付
け
る
べ
き
小
型
漁
船
の
種
別
並
び
に
備
え
付
け
る
べ
き
漁
業
灯
の
種
類
及
び
数
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
紅
灯
又
は
ニ
に
よ
り
備
え
付
け
る
べ
き
白
灯
の
う
ち
一
個
は
、

こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
紅
灯
又
は
停
泊
灯
を
も
つ
て
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
夜
間
に
お
い
て
け
た
網
そ
の
他
の
漁
具
（
船
舶
の
操
縦
性
能
を
制
限
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
水
中
で
引
く
方
法
に
よ
り
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
小
型
漁
船
　
全
長
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
第
一
種
緑
灯
又
は
第

二
種
緑
灯
一
個
及
び
第
一
種
白
灯
又
は
第
二
種
白
灯
一
個
並
び
に
白
色
底
び
き
網
漁
業
灯
及
び
紅
色
底
び
き
網
漁
業
灯
各
二
個
、
全
長
二
十
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
第
一
種
緑
灯
又
は
第
二
種
緑
灯
一
個
及
び
第
一
種

白
灯
又
は
第
二
種
白
灯
一
個

ロ
　
イ
の
方
法
に
よ
り
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
小
型
漁
船
で
あ
つ
て
、
か
け
ま
わ
し
漁
法
に
よ
る
底
び
き
網
漁
業
を
行
う
も
の
　
イ
の
漁
業
灯
の
ほ
か
、
か
け
ま
わ
し
漁
法
灯
一
個

ハ
　
夜
間
に
お
い
て
網
、
な
わ
そ
の
他
の
漁
具
（
船
舶
の
操
縦
性
能
を
制
限
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
用
い
る
方
法
（
イ
の
方
法
を
除
く
。
）
に
よ
り
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
小
型
漁
船
で
あ
つ
て
、
当
該
漁
具
を
水
平
距
離
百
五
十
メ
ー
ト

ル
を
超
え
て
船
外
に
出
さ
な
い
も
の
　
第
一
種
紅
灯
又
は
第
二
種
紅
灯
及
び
第
一
種
白
灯
又
は
第
二
種
白
灯
各
一
個

ニ
　
ハ
の
方
法
に
よ
り
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
小
型
漁
船
で
あ
つ
て
、
当
該
漁
具
を
水
平
距
離
百
五
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
船
外
に
出
す
も
の
　
ハ
の
漁
業
灯
の
ほ
か
、
第
一
種
白
灯
又
は
第
二
種
白
灯
一
個

ホ
　
ハ
の
方
法
に
よ
り
漁
ろ
う
に
従
事
す
る
小
型
漁
船
で
あ
つ
て
、
き
ん
ち
や
く
網
漁
業
を
行
う
も
の
　
ハ
又
は
ニ
の
漁
業
灯
の
ほ
か
、
き
ん
ち
や
く
網
漁
業
灯
一
対

二
　
漁
業
形
象
物
を
備
え
付
け
る
べ
き
小
型
漁
船
の
種
別
並
び
に
備
え
付
け
る
べ
き
漁
業
形
象
物
の
種
類
及
び
数
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

イ
　
前
号
イ
及
び
ハ
の
小
型
漁
船
　
大
き
さ
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
黒
色
形
象
物
一
個

ロ
　
前
号
ニ
の
小
型
漁
船
　
イ
の
漁
業
形
象
物
の
ほ
か
、
大
き
さ
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
黒
色
円
す
い
形
形
象
物
一
個

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
長
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
（
物
件
え
い
航
小
型
漁
船
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
マ
ス
ト
灯
及
び
船
尾
灯
（
同
項
の
表
備
考
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
小
型
漁
船
に

あ
つ
て
は
、
マ
ス
ト
灯
）
の
備
付
け
に
代
え
て
、
第
一
種
白
灯
又
は
第
二
種
白
灯
一
個
を
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
長
七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
小
型
漁
船
で
あ
つ
て

強
速
力
が
七
ノ
ツ
ト
を
超
え
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
マ
ス
ト
灯
、

げ
ん舷

灯
及
び
船
尾
灯
（
第
一
項
の
表
備
考
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
マ
ス
ト
灯
）
の
備
付
け
に
代
え
て
、
第
一
種
白
灯
又
は
第
二
種
白
灯
一
個
を
備
え
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
二
項
の
白
灯
は
、
第
一
項
の
表
備
考
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
同
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
る
白
灯
を
も
つ
て
兼
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
船
灯
等
）

第
四
十
条
　
船
灯
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
灯
火
を
い
う
。
）
及
び
操
船
信
号
灯
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
灯
光
等
に
つ
い
て
告
示
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
そ
の
他
の
設
備
）

第
四
十
一
条
　
ア
ン
モ
ニ
ア
式
冷
却
機
の
設
備
を
有
す
る
小
型
漁
船
に
は
、
ア
ン
モ
ニ
ア
防
毒
マ
ス
ク
二
個
以
上
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
四
十
二
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
八
十
四
条
の
三
か
ら
第
八
十
四
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
航
海
用
具
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
章
　
電
気
設
備

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
四
十
三
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
十
章
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
の
電
気
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
章
中
「
小
型
船
舶
」
と
あ
る
の
は
「
小
型
漁
船
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
章
　
特
殊
設
備

（
作
業
用
救
命
衣
）

第
四
十
三
条
の
二
　
作
業
用
救
命
衣
は
、
船
舶
設
備
規
程
第
七
編
第
四
章
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
章
　
復
原
性

（
復
原
性
の
保
持
）

第
四
十
四
条
　
小
型
漁
船
は
、
検
査
機
関
が
十
分
と
認
め
る
復
原
性
を
保
持
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
章
　
操
縦
性

（

強
速
力
に
お
け
る
操
縦
性
）

第
四
十
五
条
　
小
型
漁
船
は
、

強
速
力
に
お
い
て
当
該
小
型
漁
船
の
安
定
性
を
損
な
わ
ず
に
直
進
、
旋
回
及
び
停
止
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
章
　
雑
則

（
小
型
船
舶
安
全
規
則
の
準
用
）

第
四
十
六
条
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
百
十
六
条
の
規
定
は
、
小
型
漁
船
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
小
型
漁
船
に
関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標
準
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
）

第
四
十
七
条
　
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
小
型
漁
船
に
関
し
施
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
及
び
そ
の
標
準
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
告
示
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
、
船
体
、
機
関
及
び
電
気
設
備
に
係
る
物
件
で
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
施
設
す
る
も
の
に
関
し
て
は
、
第
五
条
第
二
項
、
第
十
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
小
型
船
舶
安
全
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
、
規
則
第
十
一
条
第
三
項
及
び
規
則
第
十
九
条
、
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
三
十
条
、
規
則
第
三
十
二
条
及
び
規
則
第
三
十
五

条
第
一
項
並
び
に
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
八
十
六
条
、
規
則
第
八
十
八
条
第
三
項
、
規
則
第
九
十
二
条
第
一
項
、
規
則
第
九
十
四
条
及
び
規
則
第
九
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
前
項
に
規
定
す
る
小
型
漁
船
に
施
設
し
て
い
る
船
体
、
機
関
、
脱
出
の
設
備
及
び
電
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
施
設
す
る
場
合
に
限
り
、
第
四
条
、
第
八
条
、
第

九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
三
条
第
二
項
、
規
則
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
、
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
並
び
に
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
、

第
三
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
当
該
小
型
漁
船
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
受
け
る
定
期
検
査
の
時
期
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
時
期
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
項
に
規
定
す
る
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
て
い
る
救
命
設
備
、
消
防
設
備
及
び
航
海
用
具
そ
の
他
の
属
具
は
、
こ
れ
ら
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
当
該
小
型
漁
船

が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
受
け
る
定
期
検
査
の
時
期
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
時
期
ま
で
は
、
第
二
十
五
条
、
第
二
十
八
条
又
は
第
三
十
九
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な

す
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
製
造
に
着
手
さ
れ
た
機
関
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船
に

初
に
備
え
付
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け

る
場
合
に
限
り
、
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
三
十
条
、
規
則
第
三
十
二
条
及
び
規
則
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

５
　
前
項
に
規
定
す
る
機
関
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
三
条
第
二
項
、
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の

規
定
は
、
当
該
小
型
漁
船
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
受
け
る
定
期
検
査
の
時
期
か
ら
一
年
を
超
え
な
い
時
期
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

６
　
小
型
船
舶
安
全
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船

（
次
項
に
お
い
て
「
現
存
漁
船
」
と
い
う
。
）
に
施
行
日
に
現
に
備
え
付
け
て
い
る
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
（
施
行
日
に
現
に
建
造
又
は
改
造
中
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
備
え
付
け
る
予
定
の
も
の
を
含
む
。
）
の

ぎ艤
装
品

に
つ
い
て
は
、
当
該
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
現
存
漁
船
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
査
機
関
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

８
　
平
成
六
年
十
一
月
四
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船
に
同
日
に
現
に
備
え
付
け
て
い
る
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
（
同
日
に
現
に
建
造
又
は
改
造
中
の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
備
え
付
け
る
予

定
の
も
の
を
含
む
。
）
の

ぎ艤
装
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
小
型
船
舶
安
全
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
六
年
運
輸
省
令
第
十
九

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
船
舶
安
全
規
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
日
農
林
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
四
日
ま
で
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
漁
船
の
船
灯
（
緑
色

せ
ん閃

光
灯
及
び
引
き
船
灯
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
昭
和
五
十
六
年
七
月
十
四
日
ま
で
は
、
管
海

官
庁
が
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
漁
船
特
殊
規
程
（
以
下
「
新
特
殊
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
（
以
下

「
新
小
型
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
の
規
定
（
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
灯
の
数
量
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
四
日
ま
で
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
漁
船
の
船
灯
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
新
特
殊
規
程
第
六
十
七
条
ノ
三
第
一
項
及
び
新
小
型
規
則
第
四
十
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の

指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
四
日
ま
で
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船
の
号
鐘
及
び
汽
笛
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
十
四
日
ま
で
は
、
新
小
型
規
則
第
四
十
条
の
表
号
鐘
の
項
摘
要
の
欄
第
一
号
並
び
に

同
表
汽
笛
の
項
摘
要
の
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
六
月
二
四
日
農
林
省
・
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
八
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
船
舶
安
全
法
第
三
十
二
条
の
漁
船
の
範
囲
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
七
号
。
以
下
「
改
正
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
の
施
行
前
に
船
舶
安
全
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
な
い
漁
船
に
該
当
し
、
か
つ
、
改
正
政
令
第
一
条
の
施
行
後
に
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
漁
船
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
船

体
、
機
関
、
居
住
設
備
及
び
電
気
設
備
に
係
る
物
件
で
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
施
設
す
る
も
の
に
関
し
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
（
以
下
「
新
小
型
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二
項
、
新

小
型
規
則
第
九
条
、
新
小
型
規
則
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
小
型
船
舶
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
第
三
項
及
び
第
十
九
条
、
新
小
型
規
則
第

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
、
新
小
型
規
則
第
三
十
四
条
並
び
に
新
小
型
規
則
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条
第
三
項
、
第
九
十
二
条

第
一
項
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
前
項
に
規
定
す
る
小
型
漁
船
に
施
設
し
て
い
る
船
体
、
機
関
、
救
命
設
備
、
消
防
設
備
、
脱
出
設
備
及
び
電
気
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
施
設
す
る
場
合
に
限
り
、

新
小
型
規
則
第
四
条
、
新
小
型
規
則
第
八
条
、
新
小
型
規
則
第
十
一
条
、
新
小
型
規
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
、
新
小
型
規
則
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
六
項
及

び
第
七
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
、
新
小
型
規
則
第
二
十
五
条
、
新
小
型
規
則
第
二
十
八
条
、
新
小
型
規
則
第
三
十
七
条
第
二
項
並
び
に
新
小
型
規
則
第
四
十
二
条
の
規
定
は
、
当
該
小
型
漁
船
が
こ
の

省
令
の
施
行
後

初
に
定
期
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

7



５
　
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型
漁
船
の
船
灯
（
引
き
船
灯
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
新
小
型
規
則
第
三
十
九
条
の
規
定
は
、
検
査
機
関
に
お
い
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
十
四
日
ま
で
の

間
は
、
適
用
し
な
い
。

６
　
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
小
型
漁
船
の
う
ち
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
十
四
日
ま
で
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
の
船
灯
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
新
小
型
規
則
第
四
十
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
査
機
関

の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

７
　
前
項
に
規
定
す
る
小
型
漁
船
の
号
鐘
及
び
汽
笛
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
十
四
日
ま
で
は
、
新
小
型
規
則
第
四
十
条
の
表
号
鐘
の
項
摘
要
の
欄
第
一
号
並
び
に
同
表
汽
笛
の
項
摘
要
の
欄
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

８
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
製
造
さ
れ
、
又
は
製
造
に
着
手
さ
れ
た
機
関
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船
（
改
正
政
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
安
全
法
第
三
十
二
条
の
漁
船
の
範
囲
を

定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
に
規
定
す
る
漁
船
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

初
に
備
え
付
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
新
小
型
規
則

第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

９
　
前
項
に
規
定
す
る
機
関
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
新
小
型
規
則
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
二
十
三
条
第
二
項
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項

の
規
定
は
、
当
該
小
型
漁
船
が
こ
の
省
令
の
施
行
後

初
に
定
期
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
六
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
五
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
目
次
の
改
正
規
定
及
び
第
十
一
章
を
第
十
二
章
と
し
、
第
十
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附

則
第
十
二
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

11
　
施
行
日
に
現
に
船
舶
検
査
証
書
を
受
有
す
る
小
型
漁
船
の
自
動
操
だ
装
置
に
つ
い
て
は
、
当
該
小
型
漁
船
に
つ
い
て
施
行
日
以
後

初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
第
一
種
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

12
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
て
い
る
作
業
用
救
命
衣
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
第
十
一
章
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
五
月
二
八
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
八
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
九
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
小
型
漁
船
安
全
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
現
存
漁
船
の
号
鐘
及
び
汽
笛
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
二
七
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
八
月
八
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
施
行
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船
（
以
下
「
現
存
漁
船
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
小
型
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
二
項
（
第

三
号
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
以
後

初
に
受
け
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
現
存
漁
船
に
施
行
日
に
現
に
備
え
付
け
て
い
る
小
型
船
舶
用
膨
脹
式
救
命
い
か
だ
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
器
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
環
、
小
型
船
舶
用
救
命
浮
輪
及
び
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
（
施
行
日
に
現
に
建
造
又
は
改
造
中

の
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
備
え
付
け
る
予
定
の
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
新
小
型
規
則
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
現
存
漁
船
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
又
は
小
型
船
舶
検
査
機
構
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
〇
月
一
一
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
船
舶
安
全
法
及
び
船
舶
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
四
年
二
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
小
型
漁
船
安
全
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
平
成
五
年
現
存
漁
船
で
あ
る
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
（
以
下
「
新
小
型
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
一
項
第
七
号
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

8



２
　
平
成
五
年
八
月
一
日
に
お
い
て
平
成
五
年
現
存
漁
船
で
あ
る
第
二
種
小
型
漁
船
に
現
に
備
え
付
け
て
い
る
遭
難
信
号
自
動
発
信
器
（
平
成
五
年
八
月
一
日
に
現
に
建
造
又
は
改
造
中
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
備
え
付
け
る
予
定
の
も

の
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
（
以
下
「
旧
小
型
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
平
成
十
一
年

一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
小
型
規
則
の
浮
揚
型
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
に
係
る
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
現
存
漁
船
で
あ
る
第
二
種
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
小
型
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
　
平
成
七
年
二
月
一
日
に
お
い
て
現
存
漁
船
で
あ
る
第
二
種
小
型
漁
船
に
現
に
備
え
付
け
て
い
る
遭
難
信
号
自
動
発
信
器
（
平
成
七
年
二
月
一
日
に
現
に
建
造
又
は
改
造
中
の
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
備
え
付
け
る
予
定
の
も
の
を
含
む

。
）
で
あ
っ
て
旧
小
型
規
則
の
規
定
に
適
合
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
平
成
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
小
型
規
則
の
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
に
係
る
規

定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

５
　
現
存
漁
船
で
あ
る
第
二
種
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
平
成
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
現
存
漁
船
以
外
の
第
二
種
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
平
成
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
旧
小
型
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
第
七
号
の

規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
第
二
種
小
型
漁
船
が
、
新
小
型
規
則
又
は
漁
船
特
殊
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
の
規
定
に
よ
り
浮
揚
型
極

軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
及
び
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
又
は
小
型
船
舶
用
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
及
び
小
型
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
・
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
ー
を
備
え
付
け
、

か
つ
、
こ
れ
ら
を
引
き
続
き
備
え
付
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
　
平
成
七
年
現
存
漁
船
で
あ
る
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
小
型
規
則
第
四
十
条
の
三
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

７
　
平
成
七
年
現
存
漁
船
で
あ
る
小
型
漁
船
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
旧
小
型
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
（
遭
難
信
号
自
動
発
信
器
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
二
七
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
中
、
第
一
条
の
規
定
は
平
成
四
年
二
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
五
月
一
九
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
六
年
五
月
二
十
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
、
第
二
条
中
小
型
漁
船
安
全
規
則
第
二
十
六
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

並
び
に
第
三
条
並
び
に
次
条
及
び
附
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
六
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
小
型
漁
船
安
全
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
施
行
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
小
型
漁
船
（
以
下
「
現
存
小
型
漁
船
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
（
以
下
「
新
小
型
漁
船
規
則
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
現
存
小
型
漁
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

３
　
平
成
六
年
十
一
月
四
日
に
お
い
て
現
に
船
舶
検
査
証
書
を
受
有
す
る
小
型
漁
船
に
現
に
備
え
付
け
て
い
る
浮
揚
型
極
軌
道
衛
星
利
用
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
装
置
で
あ
っ
て
、
船
舶
救
命
設
備
規
則
及
び
船
舶
設
備
規
程
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
六
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
救
命
設
備
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
き
続
き
当
該
小
型
漁
船
に
備
え
付
け
る
場
合
に
限
り
、
小
型
船
舶
安
全
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
六
年
運
輸
省
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
船
舶
安
全
規
則
（
昭

和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
十
七
条
の
三
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
て
新
小
型
漁
船
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
二
六
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
七
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
四
月
二
〇
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
第
一
種
漁
船
に
備
え
る

び
よ
う

錨

及
び

び
よ
う

錨

鎖
に
つ
い
て
は
、
船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
第
百
二
十
四
条
及
び
第
百
二
十
六
条
の
規
定
は
、
適

用
し
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
漁
船
の
速
力
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
置
の
備
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
六
日
農
林
水
産
省
・
運
輸
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
五
日
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
小
型
漁
船
安
全
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
現
存
漁
船
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
存
一
般
漁
船
等
に
あ
っ
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
型
漁
船
安
全
規
則
第
三
十
九
条
第
一
項
の
表
海
図
の
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３
　
現
存
漁
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
又
は
小
型
船
舶
検
査
機
構
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
九
月
二
九
日
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
上
衝
突
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
二
日
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
五
日
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
海
上
交
通
安
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
一
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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